
平成２６年３月 
   

水産庁 

水産資源の状況及び資源管理施策の現状について 
 

（１）我が国における資源評価と資源管理施策について 

資料４－１ 



平成24年の我が国の漁業・養殖業生産量は4８６万トン（対前年比2％増）、生産額は1兆4,178億円（同0.1%減） 

漁業・養殖業の国内生産 

資料：農林水産省｢漁業・養殖業生産統計年報｣ 

生 産 量 

注：１）平成19（2007）年から海面漁業の部門別生産額についてのとりまとめは廃止。 

注：２） 遠洋漁業：遠洋底びき網漁業、遠洋まぐろはえ縄漁業等 

     沖合漁業：10トン以上の動力漁船を使用する漁業（沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業等）のうち、 
            遠洋漁業、定置網漁業及び地びき網漁業を除いたもの 
     沿岸漁業：無動力船及び10トン未満の動力漁船を使用する漁業、定置網漁業及び地びき網漁業 1 

あああ 生 産 額 



 水産総合研究センターを中心に、都道府県水産試験場等のネットワークを活用。 
 調査船などを活用して、資源・海況調査を実施。 

水  産  庁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（独）水産総合研究センター（代表機関） 

 都道府県の試験場、大学、（一社）漁業     

 情報サービスセンター 
資源調査 

 資源の卵、幼稚魚発生状況 

 産卵親魚量 

 主たる資源の分布状況 

 試料・標本分析 

 漁船・水揚げ情報の収集、など 

資源解析・評価 

海況調査 

 水温、塩分濃度測定 

 プランクトン、餌生物調査 

 冷水塊、暖水塊、透明度調査 

 人工衛星データ、潮流の変化、など 

○ 気象庁など、他の機関のデータも活用 

 漁業、資源の現状分析 

 資源診断 

 生物学的許容漁獲量（ＡＢＣ）の算定 
 （注） ABC：生物が本来持っている再生産力（増加率）  

   を考慮した生物学的にみて妥当な漁獲量の上限 

資源・海況の調査体制（１） 
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中央水産研究所 

調査船１隻（902㌧） 

調査船１隻（156㌧） 

水産庁 
 調査船 ２隻(2630, 2214㌧) 
 
都道府県 
 水産試験場等 ３８ 
 試験・調査船 ６９隻  

水産総合研究センターの８つの研究所と８隻の調査船に加えて、水産庁や都道府県等の試験・調
査船により我が国周辺全海域をカバーする資源・海況調査を実施 

調査船1隻（138㌧） 

調査船１隻（887㌧） 調査船１隻（892㌧） 

調査船１隻（692㌧） 

北海道区水産研究所 

東北区水産研究所 

水産工学水産研究所 

開発調査センター 

本部 

国際水産資源研究所 西海区水産研究所 

瀬戸内海区水産研究所 

日本海区水産研究所 

増養殖研究所 

資源・海況の調査体制（２） 

調査船2隻（892、59㌧） 
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我が国周辺水域の水産資源の状況 

水産庁は、我が国周辺水域において主要な５２魚種８４系群の資源評価を毎年実施し公表。 
平成２５年度において資源水準が高位にあるものは１２系群、中位は３６系群、低位は３６系群。 
近年は低位の割合が減少し、中位の割合が増加傾向。 

資料：水産庁・（独）水産総合研究センター 「我が国周辺水域の漁業資源評価」等 

資源水準の状況（平成25年度） 資源水準の推移 

平成25年度 
資源評価 
対象魚種 
52魚種 
84系群 

ゴマサバ（太平洋系群） 
 
スルメイカ（秋季発生系群） 
 
ブリ 等 

マイワシ 
 
マアジ（対馬暖流系群） 
 
マサバ（太平洋系群） 
 
ゴマサバ（東シナ海系群） 
 
サンマ 
 
スルメイカ（冬季発生系群） 等 

マアジ（太平洋系群） 
 
マサバ（対馬暖流系群） 
 
スケトウダラ（日本海北部系群） 
 
トラフグ 等 高位 

 
14.3％ 

低位 
 

42.9％ 

中位 
 

42.9％ 

（注）資源水準：過去20年以上にわたる資源量や漁獲量の推移から 

          「高位・中位・低位」の３段階で区分した水準 

    系   群：一つの繁殖集団。資源変動の基本単位 

                     （例：マイワシ太平洋系群、マイワシ対馬暖流系群） 

３６系群 
 

３６系群 

１２系群 

 
 平成25年度  
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注：ズワイガニ日本海系群のA海域とB海域はまとめて1系群として扱う 
資料：水産庁作成 5 

魚種 系群 H15 H20 H25

マアナゴ 伊勢・三河湾 中 低 中

太平洋系群 中 高 中

対馬暖流系群 低 中 中

太平洋系群 高 高 中

瀬戸内海系群 中 中 中

日本海系群 中 中 中

太平洋系群 低 低 中

イトヒキダラ 太平洋系群 中 中 中

マダラ 日本海系群 低 高 中

キアンコウ 太平洋北部 高 高 中

キチジ 太平洋北部 低 低 中

瀬戸内海中・西部系群 中 中 中

日本海西部・東シナ海系群 中 中 中

キダイ 日本海・東シナ海系群 中 中 中

ハタハタ 日本海西部系群 中 高 中

イカナゴ 伊勢・三河湾系群 中 中

ヒラメ 瀬戸内海系群 高 高 中

ヒラメ 日本海西部・東シナ海系群 低 中 中

ムシガレイ 日本海系群 中 低 中

日本海系群 中 中 中

北海道北部系群 高 中 中

アカガレイ 日本海系群 中 中 中

マガレイ 北海道北部系群 中 中 中

伊勢・三河湾系群 低 低 中

日本海系群 低 低 中
シャコ

ニギス

ウルメイワシ

カタクチイワシ

ソウハチ

マダイ

52魚種84系群の資源評価の経過（H15-H20-H25の比較） 

魚種 系群 H15 H20 H25

太平洋系群 低 低 中

対馬暖流系群 低 低 中

太平洋系群 中 中 低

対馬暖流系群 中 中 中

太平洋系群 低 低 中

対馬暖流系群 低 低 低

太平洋系群 中 高 高

東シナ海系群 中 高 中

サンマ 太平洋北西部系群 高 高 中

日本海北部系群 低 低 低

根室海峡 低 低 低

オホーツク海南部 低 低 中

太平洋系群 低 低 中

オホーツク海系群 低 低 低

太平洋北部系群 中 中 中

日本海系群　A海域 中 中 中

　　　　　　　　 B海域 中 高 高

北海道西部系群 中 高

冬季発生系群 中 中 中

秋季発生系群 高 高 高

北海道 中 中 高

太平洋北部系群 中 中 高

ブリ 中 中 高

マダイ 瀬戸内海東部系群 高 高 高

サワラ 東シナ海系群 低 高 高

ヒラメ 太平洋北部系群 高 高 高

ヤナギムシガレイ 太平洋北部 中 中 高

ホッコクアカエビ 日本海系群 中 高 高

ヤリイカ 太平洋系群 低 低 高

スルメイカ

マイワシ

マアジ

マサバ

ゴマサバ

スケトウダラ

ズワイガニ

マダラ

注：クロマグロは、国際漁業資源のため52魚種84系群の対象外。 
※H24年度の水準を記載 

魚種 系群 H15 H20 H25

ニシン 北海道・サハリン系群 低 低 低

カタクチイワシ 対馬暖流系群 中 中 低

オホーツク海系群 低 低 低

道東・道南 低 低 低

根室海峡・道東・日高・胆振 高 低 低

道北系群 高 中 低

道南系群 低 低 低

アマダイ類 東シナ海 低 低 低

ムロアジ類 東シナ海 低 低 低

奄美・沖縄・先島　アオダイ 低 低

奄美・沖縄・先島　ヒメダイ 低 低

奄美・沖縄・先島　オオヒメ 低 低

奄美・沖縄・先島　ハマダイ 低 低

ハタハタ 日本海北部系群 低 中 低

イカナゴ類 宗谷海峡 中 低 低

タチウオ 日本海・東シナ海系群 低 低 低

サワラ 瀬戸内海系群 低 低 低

ヒラメ 日本海北・中部系群 低 中 低

サメガレイ 太平洋北部 低 低 低

マガレイ 日本海系群 低 低 低

ウマヅラハギ 日本海・東シナ海系群 低 低 低

日本海・東シナ海系群 低 低 低

伊勢・三河湾系群 中 中 低

東シナ海　キグチ 低 低 低

東シナ海　シログチ 低 低 低

東シナ海　ハモ 低 低 低

東シナ海　マナガツオ類 低 低 低

東シナ海　エソ類 低 低 低

東シナ海　カレイ類 低 低 低

ケンサキイカ 日本海・東シナ海系群 低 低 低

ヤリイカ 対馬暖流系群 低 低 低

クロマグロ 太平洋 中 中 低※

ホッケ

マチ類

東シナ海底魚類

キチジ

トラフグ



  

  

 
 

  

 

  

  

  
 

  

 
 

 
  

 
      

 

（参考）資源評価対象魚種の漁獲量及び漁獲割合 

北西太平洋のクジラの推定捕食量 
捕獲対象鯨類：ミンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ 

グラフ：鯨類研究所による北西太平洋での捕獲調査から水産庁が作成 
※2000年～2007年の5月～7月のデータによる8年間の平均値 
※（ ）は、我が国の漁獲量2000年～2007年の8年間の平均値 
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カタクチイワシ 
約77万トン 

（約41万トン） 

サバ 
約14万トン 

（約42.4万トン） 

サンマ 
約4.4万トン 
（24.2万トン） 

オキアミ 
スケトウダラ 

マイワシ 
スルメイカ 

約38.2万トン 
（約61.5万トン） 

捕食量 
約163万トン 

カイアシ類他 
約29.4万トン 

（未掲載） 

  

  

 
 

  

 

  

  

  
 

  

 
 

 
  

  

 



 長期間にわたる資源調査により資源評価の精度が向上し、適正な漁獲量を設定。 
 資源回復計画による小型魚の獲り控えの効果によって、親魚量や産卵量が増加、 更に、稚魚の生残に良

好な環境が複数年継続し、資源水準は低位から中位に回復。 

小型魚の獲り過ぎ 
資源回復に失敗 

稚魚がたくさん生まれた年 

資源回復計画
スタート 

資源回復の傾向 

太平洋マサバ資源について 
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 長期間にわたる資源調査により資源評価の精度が向上し、適正な漁獲量を設定。 
 資源評価に基づく適切な資源管理により、獲り控えた結果、親魚量や産卵量が増加、 更に、稚魚の生

残に良好な環境が現れ、資源水準は低位から中位に回復。 

漁獲を抑制 
親魚量増加 

低位 

中位 

高位 

稚魚がたくさん
生まれた年 

太平洋マイワシ資源について 
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ブリの漁獲量と冬季水温の変化 

 資源水準は高位で増加傾向。 
 「ブリ漁獲量」と「冬季の水温の上昇」は、相関関係が見られる。 
 近年の高い漁獲量水準は、日本の周辺海域が温暖期となり、加入量の増大や回遊・ 分布域が拡大したこと

が原因の一つ。 
 高水温が影響し日本海沿岸から宗谷海峡を通過、オホーツク海沿岸の定置網 でも漁獲。 

ブリの分布域と産卵場 

2012年北海道における
振興局別ブリ漁獲量 

ブリ資源について 
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 我が国周辺水域は、世界の海の中で魚種の多様性が極めて高い海域。このような海域特性の下で古くか
ら営まれてきた日本の漁業は、諸外国に比べ漁業者数及び漁船数が極めて多く、小型漁船の割合も極め
て高いという特徴。 

全漁獲量の8割を占める魚種数の比較（平成23年） 
高緯度国 中緯度国 
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ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ ﾉﾙｳｪｰ 日本 韓国 

6 
種 

類 

18 
種 

類 

7 
種 

類 

23 
種 

類 

北緯５９.９度 北緯６４.１度 北緯３５.７度 北緯３７.５度 
首都の 
緯度 

日本の漁業管理の特徴 

国名 漁業者 
（人） 

漁船数
（隻） 

２５トン以下の
漁船比率 

アイスランド ６，３００ ８２６ ０．６３ 

ノルウェー ２２，９１６ ８，６６４ ０．８９ 

デンマーク ４，７９２ ４，２８５ ０．８６ 

イギリス １９，０４４ ９，５６２ ０．８２ 

フランス ２６，１１３ ６，５８６ ０．７８ 

カナダ ８４，７７５ １８，２８０ ０．７４ 

ニュージーランド ２，２２７ １，３７５ ０．７４ 

スペイン ７５，４３４ １５，２４３ ０．７６ 

アメリカ 約２９０，０００ ２７，２００ ０．５３ 

韓国 １８０，６４９ ５０，３９８ ０．９０ 

日本 ２７８，２００ ２１９，４６６ ０．９８ 

オーストラリア １３，５００ 約５，０００ Ｎ．Ａ. 

各国の漁業の構造  

資料：（独）水産総合研究センター牧野光琢 
         「日本漁業の制度分析 漁業管理と生態系保全」(2013)に基づき水産庁で作成 

(ﾃﾞｰﾀ：FAO 1999より） 
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水産資源の管理・回復に関する施策 

施  策 内  容 実 施 状 況 

漁業許可制度 

 
○ 主要な漁業種類を対象とした

漁業許可制度 
  
○  隻数及び総トン数、操業期間、

操業区域、漁具等の各種規制
を実施 

 

○ 大臣許可漁業：水産動植物の繁殖保護や漁業調整のため制限する必要が 
 あり、かつ、国際的な取り決めや、地域ごとに異なる制限を設けることによって 
 地域間の漁業調整問題が生じるおそれがある等の理由から国が統一して制限 
 することが適当である18漁業種類を指定（指定漁業13（大中型まき網、沖合底び 
  き網等）、特定大臣許可漁業５） 
○ 法定知事許可漁業：地域の事情に応じた管理を行うべき漁業であるため、都 
 道府県知事の裁量に任されているものの、県間にまたがる漁獲努力量の管理等 
 の観点から農林水産大臣が隻数等の上限を定めている漁業（中型まき網等） 
○ その他の知事許可漁業：都道府県知事が、地域の事情に応じて都道府県規 
 則を定め、管理を行う漁業（小型まき網、刺し網漁業等） 

漁獲可能量 
（ＴＡＣ）制度 

（Total Allowable 
Catch） 

○  漁獲量が多く経済的価値が
高いなどの要件に該当し、漁獲
可能量を決定するに足る科学
的知見がある魚種を対象 

○  国が年間の漁獲量の上限を
設定 

○  平成８年度に制度を導入し、現在７魚種を指定 
 
サンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、 マサバ及びゴマサバ、 
スルメイカ、 ズワイガニ 

資源管理指針・ 
資源管理計画体制 

（Ｈ２３～） 

○  基本的に全漁業種類、全漁
業者を対象 

○  国又は都道府県が策定した  
 資源管理指針に沿って、漁業者 
 が自主的に作成した資源管理計  
 画に基づく操業 

○  国及び４０都道府県において資源管理指針が策定済 
 
○ 作成した資源管理計画に基づき、漁業者が資源管理措置を実施中 

 このような特徴を有する我が国では、歴史的に漁業者が地先漁場を共同で管理・利用するという秩序が形
成され、その理念は現在も受け継がれており、複雑な漁業実態の中で魚種や漁業種類の特性に応じ、漁業
権免許、漁業許可、ＴＡＣ制度等の公的管理と、漁業者による自主的な資源管理を組み合わせることで水産
資源を効果的に管理。 

 資源回復の効果と取組への漁業者の意識向上が見られる中で、今後も着実に施策を推進する必要。 
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① 採捕量及び消費量が多く、我が国の国民生活
上又は漁業上重要な海洋生物資源 

 
② 資源状態が悪く、緊急に漁獲可能量による保存

及び管理を行うことが必要な海洋生物資源 
 
③ 我が国周辺水域で外国漁船による漁獲が行わ

れている海洋生物資源 

・サンマ 
・スケトウダラ 
・マアジ 
・マイワシ 
・マサバ及びゴマサバ 
・スルメイカ 
・ズワイガニ 
 

≪７魚種を指定≫ 

 以下のいずれかに該当するものであって、漁獲可能
量を決定するに足るだけの科学的知見の蓄積がある
ものを指定 

左記条件①、③に該当 

左記条件②、③に該当 
（指定当時） 

（指定当時） 

漁獲可能量（ＴＡＣ）制度の概要 

■対象魚種の考え方 
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 国連海洋法条約（海洋法に関する国際連合条約）の的確な実施を確保し、漁業の発展と水産物の供給の
安定に資することを目的に、平成８年度に導入。 

 漁獲可能量（ＴＡＣ：Total Allowable Catch）制度は、漁獲量が多く経済的価値が高いなどの要件に該当し、
漁獲可能量を決定するに足る科学的知見がある魚種を対象に、国が年間の漁獲量の上限を設定すること
で資源管理を図る制度。 



採捕数量の管理 

都道府県内での 
配分 

ＴＡＣの設定 
資源調査 

および 
資源評価 
（ABC） 

漁業の経営そ
の他の社会的
経済的要因 

パブリック 
コメント 漁業調整 

委員会 
意見聴取 

都道府県知事 

漁
業
者 

知
事 

大
臣 

採捕数量の報告 採捕数量の報告 

指導・勧告・ 
採捕停止命令等 

指導・勧告・ 
採捕停止命令等 

採捕数量の報
告 

                  漁業者による配分量の管理 
 資源の管理や計画的な採捕のため、協定等に基づき、所要の保存管理措置の導入、
配分数量を関係漁業者間で必要に応じて細分化（区域・期間等）、管理 

都道府県計画策定 
（漁業種類別に配分） 

農林水産大臣 水産政策
審議会 

諮問 

対象魚種 
（管理期間） 

ＴＡＣ 
（千㌧） 

大臣管理漁業分 
（千㌧） 

知事管理漁業分 
（千㌧） 

さんま 
（7～6月） 

338 北太平洋さんま漁業
（235） 

10ｔ未満のさんま棒受網、刺網など 
北海道（32）、岩手県（5）、三重県（3） 
その他6県が「若干」 

すけとうだら 
（４～３月） 

256 沖合底びき網漁業
（159.6） 

延縄、刺網など 
北海道(93.9） 
その他６県が「若干」 

まあじ 
（１～１２月） 

204 大中型まき網漁業（78） 中小型まき網など 
島根県（34）、長崎県（24）、その他4
県が数量配分 
その他28道府県が「若干」 

まいわし 
（１～１２月） 

360 大中型まき網漁業（188） 
 

中小型まき網など 
三重県(28)、島根県(28)、神奈川県
(21)、その他4県が数量配分 
その他17道府県が「若干」 

まさば及び 
ごまさば 
（７～６月） 

701 大中型まき網漁業（401） 
 

中小型まき網など 
三重県（43）、長崎県(25)、その他７都
県が数量配分 
その他20道府県が「若干」 

するめいか 
（１～１２月） 

329 沖合底びき網漁業
（51.9） 
大中型まき網漁業
（16.0） 
いか釣り漁業（66.5） 
小型するめいか釣り漁業
（91.6） 

５ｔ未満イカ釣りなど 
20道県が「若干」 

ずわいがに 
（７～６月） 

5,273㌧ 沖合底びき網漁業及び
ずわいがに漁業（3,578
㌧） 

小型底びき網など 
石川県（349㌧）、新潟県（337㌧）、そ
の他６道府県が数量配分 
その他２県が「若干」 

ＴＡＣの設定状況（平成２５年漁期） 

答申 

知事管理漁業 
都道府県別に配分 

大臣管理漁業 
漁業種類別に配分 

ＴＡＣの決定（基本計画策定） 

漁
業
者 

 ＴＡＣの設定 
 ・   農林水産大臣は、「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画（以下、基本計画）」を水産政策審議会の意見を聴いて、毎年策定（改定） 
 ・   基本計画の中で、魚種毎の中期的管理方針及び資源動向を踏まえ生物学的漁獲可能量（ABC）を基礎とし、漁業の経営状況を勘案し、魚種別

にＴＡＣ数量を設定。さらに漁業種類毎、都道府県毎に配分量を設定 
 ・   都道府県では国の基本計画に基づき、漁業調整委員会の意見を聞いた上で、都道府県計画（各都道府県における資源の管理方針や漁業種  
      類毎の漁獲可能量配分計画など）を策定 

 採捕数量の管理 
 ・  漁業者は所属漁協などを経由して、大臣又は知事へ採捕量を報告 
 ・  大臣および知事は、管理者として採捕状況をモニターし、必要に応じて助言・指導・勧告・採捕の停止命令を行う 
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○ 日本のＴＡＣ制度は漁業者団体が協定に基づきＴＡＣを管理する仕組みをとっており、 
 ①ＴＡＣの期間別、海区別の配分 
 ②期間別ＩＱ 
 ③集中漁獲があった場合の休漁や操業毎の水揚制限 
 など、漁業種類や地域の実情に応じた管理が行われることにより、ＴＡＣの集中消化の防止、漁期を通じた操業機 
 会の確保、過剰投資の抑制などの面でＩＱと同様の効果を実現。 

サバ類（大中型まき網漁業におけるＴＡＣ管理の実態 その他の魚種、漁業種類におけるＴＡＣ 
○その他の魚種におけるTACの自主的管理の例 

まあじ 
・大臣管理漁業（大中型まき網漁業）は全国団体が傘下団体ごとに四半期別
漁獲目標量を設定。 

まいわし 
・大臣管理漁業(大中型まき網漁業）は全国団体が四半期別漁獲目標量を設
定。 
・北部太平洋海区においては、1日1ヶ統当たりの水揚量の制限 

するめいか 

・大臣管理漁業（大中型まき網漁業）は全国団体が四半期別漁獲目標量を設
定。 
・スルメイカの主な漁場である八戸沖海域においては、大中型まき網漁業、沖
合底びき網漁業、地元の沿岸漁業との間で漁場利用について取決めがあり、
その一環として大中型まき網漁業の漁獲量上限を取決め。漁獲のﾌﾟｰﾙ制を
導入して管理。 

さんま 
・大臣管理漁業（さんま棒受網漁業）では全国団体が月別漁獲目標量を設定。 
小型船から順次操業が始まるよう解禁日を設定。漁獲が集中した際には水揚
げ後の自主休漁等を実施。 

すけとうだら 

・大臣管理漁業（北海道沖合底びき網漁業）では北海道地区の漁業団体が地
域ごとに個別割当、漁獲のプール制、操業ごとの水揚限度量の設定等を実施。 
  釧路地区：地区の12隻で漁船毎の1日当たり水揚上限を設定 
  室蘭地区：地区の6隻でプール制 
  広尾地区：地区の2隻に個別割当 
  日高地区：地区の2隻でプール制  

ずわいがに 

・大臣管理漁業（沖合底びき網漁業）は、全国団体が各県団体に漁獲目標量
を配分。 
・ｽﾞﾜｲｶﾞﾆの漁獲の中心である西部日本海海域では、メスガニ、ミズガニ、カタ
ガニごとに漁業者が自主的な操業規制(漁期、漁獲量、サイズ等）を実施。 

 日本のＴＡＣ制度においては、各漁業種類毎に配分されたＴＡＣを漁業者団体が協定等に基づき管理する仕
組みをとっており、 

  ①ＴＡＣの期間別、海区・団体別の配分 
  ②期間別の漁業者毎の個別割当 
  ③集中漁獲があった場合の休漁や操業毎の水揚制限 
  など、漁業種類や地域の実情に応じた管理が行われることにより、ＴＡＣの集中消化の防止、漁期を通じた   
  操業機会の確保、過剰投資の抑制などを実現。 

全国まき網漁業協会（全まき）による配分  

○傘下の１１海区・団体に四半期別漁獲目標量を配分 

 ・留保枠（２４年３２千トン）を設け、漁獲状況に応じて再配分 

 ・未消化分は集積し、漁期後半（３月～）に毎月再配分 

 
 
○全まきから配分された四半期別漁獲目標量を基にして、以下により管理 

 ・１日の漁獲量が３千トンを超えた場合、翌日は休漁とする。 
 ・漁獲状況に応じ、船毎に一定期間内の漁獲目標量（個別割当）を配分。 
  個別割当時期ごとの操業実態に合わせ、対象船団は変動。 
  

北部太平洋まき網漁連（北まき）における管理 

１次 ２次 ３次 ４次 ５次 ６次 ７次 

個別割当
時期 23年10月 11月 12月 24年1月 2～3月 4月 5～6月 

船団数 25 29 29 27 25 25 25 

ＴＡＣの決定 
知事管理漁業 

（都道府県別に配分） 
大臣管理漁業 

（漁業種類別に配分） 

我が国におけるＴＡＣの自主的管理 
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 我が国では、個別割当（ＩＱ）方式に関しては、①大西洋くろまぐろ、②みなみまぐろ、③べにずわいがに、の３魚種について
国による配分が導入されているところであるが、これらを漁獲する漁業については、漁獲量の捕捉が容易、混獲がほとん
どない、対象漁船数や水揚港、水揚頻度が限られるなど、漁獲量の厳格な管理が可能であるとの特徴。 

国が行うＩＱ方式の概要 

 対象魚種 導入時期 漁船数 水揚港 割当ての基準等の考え方 漁獲量の管理等 

 
みなみまぐろ 

 
平成18年
4月 
 

 
92隻（平成25
年4月現在） 
 

 
8港（静岡

県清水港
、焼津港、
神奈川県
三崎港 
等） 
に限定 

 
以下の事項を勘案して決定 
①みなみまぐろ・大西洋くろまぐろの
保存のための条約により定められた
我が国に対する割当量 
②漁業者及び船舶の操業状況 
  割当量を漁獲する能力、遵法精神等

の適格性を個別に審査した上で、漁
船ごとの申請漁獲量の総計が我が国
の漁獲可能量以下であれば、申請漁
獲量どおり割当て 

 
・操業位置、漁獲等の報告を義務付け 
・タグの使用による魚体ごとの採捕の順序や
タグ番号の照合などの管理を実施 
・実際に陸揚げされた数量と届出数量等との
照合を実施(清水漁港駐在官事務所を設置(
検査官４名配置）） 
・割当量を超過して漁獲した場合、２年以下
の懲役若しくは５０万円以下の罰金又はこれ
の併科 

 
大西洋くろまぐろ 

 
平成21年
～ 

 
東部：22隻 
西部：  5隻 

 
 
べにずわいがに 
 

 
 
平成19年
9月 

 
 
12隻 
（平成24年8月
現在）  

 
4港（鳥取

・島根県
境港、兵
庫県香住
港、新潟
県新潟港
、島根県
恵曇港） 
に限定 

以下の事項を勘案して決定 
①「日本海ベニズワガニ資源回復計
画」に基づき講じられた漁獲努力量の
削減措置及びその成果 
②漁業者及び船舶の操業状況 
  具体的には､各船ごとの実績に応じ

て設定（水揚港が境港の船において
は、１８年度漁期の漁獲量の１割削減
、水揚港が香住港の船においては、２
１年度漁期の漁獲量） 

・毎日の漁獲量、漁獲位置等の報告を義務
付け 
・報告数量と水揚伝票（荷受け、加工）との照
合を実施 
・割当量を超過して漁獲した場合、２年以下
の懲役若しくは５０万円以下の罰金又は併科 

国が行う個別割当（ＩＱ）方式の導入事例 
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 平成２４年３月に閣議決定した水産基本計画において、「地域において実施体制が整った場合には、個別
割当（ＩＱ）についても利用を推進」と明記。 

 平成２３年度から始まった資源管理指針・計画体制の下、知事管理漁業における１３の資源管理計画※
で自主的なＩＱ的な取組が実施されているほか、漁業者団体によるＴＡＣ管理の一環として地域を限ったＩＱ
が報告されている。 

漁業者団体が行う自主的なＩＱ的取組の事例 

ＩＱの導入目的と実施形態等 
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※北海道において、ケガニでは上記の資源管理計画と同様の取組が行われている他、噴火湾等海域での特別採捕許可（試験操業として）による採捕において、一部漁協で自主的な管理として同様の 

個別割当の取組を実施。ホッキガイでは上記資源管理計画と同様の取組が行われている他、地区全体の許容漁獲量のみを定め、個別割当を行わない資源管理の取組を実施。 

石川県において、ベニズワイガニでは上記以外に、許可の制限又は条件により漁獲量上限が設定され、５隻が操業。 

参加
者数

取組の
範囲

上限漁獲量の設定の科学的根拠 上限漁獲量の設定 割当単位 割当実施時期

ホッキガイ　※

（けた網）

ケガニ　※

（かご）

ベニズワイガニ　※

（かご）

エッチュウバイ　※
経営体（漁船）ごと
に一定量

（かご）
専業船180t
兼業船135t

ホッコクアカエビ

（かご）

スケソウダラ

（沖底）

サバ類

（まき網）

サバ類

（まき網）

魚種
（漁業種類）

石川県

地域

2

地先共
同漁業
権内

オホー
ツク海
の一部

石川県
沖合

隠岐島
周辺海

域

実施形態

北海道
沖

国が設定したＴＡＣ数量を基に、海区別ＴＡＣ配分を基
準に、漁業者団体が設定

新潟県
IQ導入モ
デル事業

資源の持続的
利用

4
新潟県
佐渡周
辺海域

過去の平均（５中３）の漁獲量
を基準

漁業者等委員会が、左記を基準に、９８％を地区別
TACとして設定

経営体ごと 年間

29

北海道

資源の増大・
持続的な利用

のため

北海道

資源の増大・
持続的な利用

のため

ＴＡＣ協定

導入目的

漁獲量の厳正
な管理

島根県

漁獲量の厳正
な管理

魚価の安定

4

75

1

4

十勝地
区

漁獲量の厳正
な管理

資源管理
計画(1)

北部太
平洋海

区

漁獲の平準化
小型魚漁獲の

抑制
ＴＡＣ協定

資源管理計
画（計画

数）/ＴＡＣ
協定

資源管理
計画(1)

資源管理
計画(10）

資源管理
計画(1)

操業に関係する漁業者間で締結した、資源管理協定
において設定
（経営状況等を勘案し、上限漁獲量を設定）

漁船ごと
（着業隻数割）

漁船ごと

漁期前に指導所及び漁業者が
共同で資源量調査を実施

漁期前に水試及び漁協・漁業
者が共同で資源量調査を実施

漁獲能力や操業実績等を参考
に県が上限漁獲量を設定

導入当初に県及び漁業者が資
源量調査を実施

左記を基準に、県が許可の制限又は条件で上限（850
ｔ）を設定し、約95％（800t）を上限として漁業者が設
定。

左記を基準に、漁業者の協議会が漁協全体の漁獲限
度量を設定

左記を基準に、北海道が海域全体の許容漁獲量を設
定（設定には漁業者の協議会の意見を尊重）

９月～翌年６月
（１０ヶ月）

年間

北部太
平洋海

区

１２月～翌年３
月（４ヶ月）

３月中旬～８月
中旬
（約５ヶ月）

経営体ごと

国が設定したＴＡＣ数量を基に、海区別ＴＡＣ割当量か
ら、漁業者団体が四半期別の目標量を基準に設定

漁船ごと

北海道
海区

漁獲量の厳正
な管理

国が設定したＴＡＣ数量を基に、海区別ＴＡＣ割当量か
ら、漁業者団体が漁期中の目標量を基準に設定

ＴＡＣ協定
我が国周辺水域における漁業
資源評価

21
北海道

沖

１漁期中
（４ヶ月）

漁船ごと

我が国周辺水域における漁業
資源評価

１漁期中漁船ごと

１ヶ月毎
我が国周辺水域における漁業
資源評価



資源管理指針・資源管理計画のポイント 
 資源状況等に即し、漁業者、研究機関、行政が一体となった計画的資源管理を行うため、平成２３年度から

資源管理指針・資源管理計画の仕組みを導入。 
 従来、資源回復計画等により行われている資源管理の取組を他の魚種、漁業にも拡大し、基本的に全ての

漁業者が計画に基づく資源管理に参画するよう促進。 

 公     的     規     制 
 

 漁業関係法令、漁業調整規則、漁業権行
使規則、許可の制限条件、委員会指示 

資 源 回 復 計 画 
広域種（国）、地域種（都道府県） 

自 主 的 資 源 管 理 
 

・地域ごとの資源管理型漁業の予  
 算事業  
・浜のルール、申し合わせ事項等 

資源管理計画 

（漁業者作成） 

指針に沿った 
計画を作成、 

実践 

◇資源管理体制のイメージ 

指
針･

計
画
に
包
含 

資源管理
を下支え 

資 源 管 理 指 針 

(国・都道府県作成） 

指針により、資源管理の
方向性を体系化 

漁業者の自主的な資源管理の取組の推進について 

資源管理計画作成状況 
（平成２５年３月末現在） 
１．大臣管理漁業 
   計  画  数：   １４計画 
   参加隻数：１，０２３隻 
２．知事管理漁業 
   計  画  数： １，６９１計画 
   参加者数：５６，９３３経営体 
３．漁業者が取り組む資源管理措置 
  個別漁獲割当等の漁獲量制限、休漁、  
  網目の拡大、種苗放流など 
 
計画参加者の全体漁獲量のカバー率 
                  資源管理計画参加者の漁獲量 
              全体漁獲量 
大臣・知事管理漁業全体 ７７．８％ 
   大臣管理漁業      ８９．２％ 
   知事管理漁業      ７０．０％  

カバー率＝ 
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（参考）資源管理計画作成状況について（平成２５年３月末現在） 

○計画数 ： 件１，６９１

○参加者数（経営体ﾍﾞｰｽ ： 経営体） ５６，９３３

○参加率 ： ％※1 ４８．９
※1 総経営体数(県報告値）116,341に占める参加者数の割合

○管理措置概要
漁業種類 管理措置漁業種類ごと

※2
の計画数

、 、 、釣り ３６９ 休漁 漁獲量制限(個人毎) 漁獲物制限
種苗放流 など

はえ縄（釣り） ７６ 休漁、操業期間制限、漁獲物制限、区域
制限、種苗放流 など

はえ縄(つぼ・かご等） １８５ 休漁 漁獲量制限(個人毎/地区毎/ｸﾞﾙｰﾌﾟ、

毎)､漁具制限､種苗放流 など
採介藻 １８５ 休漁､漁獲量制限(個人毎/地区毎/ｸﾞﾙｰﾌﾟ

毎)､漁獲物制限､種苗放流 など
定置網 ５２７ 休漁、操業期間制限、漁獲量制限(地区

毎)､漁具制限､種苗放流､漁場造成･保全
など

建網 ２１ 休漁、漁獲物制限、種苗放流
、 、 、 、刺網 ３９２ 休漁 漁獲物制限 漁具制限 区域制限

種苗放流 など
底曳網 ２９３ 休漁 漁獲量制限(個人毎/地区毎/ｸﾞﾙｰﾌﾟ、

毎)､漁具改良 など
船曳網 １０９ 休漁 漁獲量制限(個人毎/地区毎/ｸﾞﾙｰﾌﾟ、

毎)、操業時間制限 など
まき網 ６３ 休漁、漁獲物制限、区域制限 など
その他網 ６９ 休漁、漁獲物制限、従事者数制限、種苗

放流 など
合計 ２,２８９

※2 同一計画で複数漁業種類をまとめている場合、漁業種類ごとに分けてカウント

大臣管理漁業 知事管理漁業 

○計画数： 漁業種類１４

○参加隻数： 隻１，０２３

○参加率 ： ％※１ ６８．０
※１ 許可隻数１，５０４隻に占める参加隻数の割合

○資源管理計画概要
漁業種類 資源管理措置 参加 許可

※2（指針に記載のもの） 隻数 隻数
沖合底びき網漁業 休漁、漁獲量制限、漁獲 ３４３ ３２８

物制限、漁具制限、区域
制限、漁具改良、種苗放
流等

以西底びき網漁業 漁具制限、種苗放流等 １０ １０
遠洋底びき網漁業 － ９
太平洋底刺し網等漁業 休漁、区域制限 １ １３
大中型まき網漁業 休漁、漁獲量制限等 ７８ ７４
（海外まき網漁業を除く）
海外まき網漁業 休漁 ３４ ３６
遠洋まぐろはえ縄漁業 休漁 ７１ ２７０
近海まぐろはえ縄漁業 休漁 １２０ ３０６
遠洋かつお一本釣り漁業 休漁 ３７ ４３
近海かつお一本釣り漁業 休漁 ３４ ４５
北太平洋さんま漁業 休漁等 １５８ １６０
日本海べにずわいがに漁業 休漁､漁獲量制限､漁獲物 １２ １１

制限､区域制限､漁具改良
等

いか釣り漁業 休漁、区域制限 １０８ １１６
ずわいがに漁業 休漁､漁獲量制限､漁獲物 ９ １６

制限､区域制限､漁具改良
東シナ海はえ縄漁業 休漁 ８ ６７

合計 1,023 1,504
※2 平成２４年８月１日現在。 18 



ゼロ 

積立ぷらすの 

発動ライン 

漁業共済の 
発動ライン 

収入変動 

積立ぷらすの
補塡部分 

・ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、共済の仕組みを   
活用して補助 

１．漁業共済経由の補助 

  （漁業共済資源管理等推進特別対策事業） 

２．積立ぷらす経由の補助 

  （資源管理等推進収入安定対策事業） 

・ 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、収入が減少した場   
合に、漁業者が拠出した積立金と国費により補塡 

・ 補助額は、積立金の国庫負担分に相当（漁業者と国の積立金の
負担割合は１：３） 

３４，５１０（３３，８３０）百万円 

○ 積立方式（積立ぷらす） 

 ・ 漁業者自身の積立てと国費の積立て（１：３相当）が 

   補塡原資  

  ・ 漁業者の拠出が掛捨てとならない方式 

○ 保険方式（漁業共済） 

  ・ 漁業者が拠出した共済掛金が補塡原資。共済掛金 

    に国庫補助。補助額は掛金の30%（平均）相当 

  ・ 漁業者の拠出（掛金）が掛捨てとなる方式 

資源管理・収入安定対策のイメージ図 

基準収入 

漁業共済で 

補塡可能な 

部分 

 

自己負担部分 

積立額 

漁業者の収入変動イメージ それぞれの補填対象部分 

減 

収 

90%（原則） 

100% 

80%（原則） 

（１）事業の内容 

（２）対象漁業者の要件 

・ 資源管理計画・漁場改善計画の参加漁業者であり、かつ、計画に記載 
された措置を適切に履行していることが確認された者 

・ 一定の契約割合以上で漁業共済に加入している者 

（３）平成２６年度概算決定額 

国 費 

※基準収入：個々の漁業者の直近5年の収入のうち、最大値と最小値を除いた中庸3カ年の平均値 

(※) 

資源管理・収入安定対策（漁業共済・積立ぷらす） 

・ 補助額は、共済掛金の３０％（平均）に相当 

 計画的に資源管理等に取り組む漁業者に対し、漁業共済・積立ぷらすの仕組みを活用した資源管理・収入

安定対策を構築。これにより資源状況の変化等に即した機動的資源管理を進めるとともに、漁業経営の安

定を図り、国民への水産物の安定供給を確保。 
 共済加入率：６９％ （うち収入安定対策分：６０％） （平成２５年１２月末） 
 共済加入件数：２３，９８４件 （うち収入安定対策分：１９，０６３件） （平成２５年１２月末） 

より厳しい資源管理（強度資
源管理タイプ）を行う場合に、
95％まで引き上げ 
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